
シーン 画面イメージ ナレーション

1

特定原産地証明書の取得までの流れをご説明します。

2

まず、輸出する産品が、輸入国側でどのHSコードに該当
するかをお調べください。

3

次に、EPA税率の有無、EPA税率をお調べください。

4

続いて、各EPAに定められた輸出産品に係る規則等の確認
をしてください。

5

そのうえで、輸出産品に関する原産性を確認してくだ
さい。

特定原産地証明書取得までの流れ
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6

以上の事前確認がお済みになりましたら、企業登録をお
願いします。

7

企業登録後、原産品判定依頼をしてください。

8

最後に、特定原産地証明書の発給申請をしてください。

9

以上が特定原産地証明書取得までのおおまかな流れにな
ります。

特定原産地証明書取得までの流れ
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